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新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業について 

 

 

標記の件について、小松市教育委員会より臨時休業の対応指示があり、本校では、下記のとおり対

応いたします。臨時休業期間中の登校日（週 1回）については、小松市内全小中学校の共通した取組

となります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

１ 臨時休業期間 

  令和２年４月１３日（月）～５月１日（金） 

    

２ 登校日…密集を避ける、登下校の安全を確保するため町別で曜日を決めました。 

 【あけぼの、荒屋、高堂】毎週木曜日 ①4月 16日(木) ②4月 23日(木) ③4月 30日(木) 

 【長田、野田】     毎週金曜日  ①4月 17日(金) ②4月 24日(金) ③5月 1日(金) 

   ・午前中 8：10～11：00までの登校となります。（給食なし） 

   ・補充学習や家庭学習の確認等を行います。自学自習できるよう指導します。 

 

３ 児童サポート（別紙「児童サポートの対応について」のとおり） 

 

４ 学校の再開 

  令和２年５月７日(木)  

 

５ 学習および生活等について 

 ・休業中は、学習課題があります。「学習時間のめやす」を配布いたします。参考にしてください。 

・児童には、「家庭での過ごし方」をもとに規則正しい生活ができるよう指導いたします。ご家庭 

では引き続き不要不急の外出を避けるなど感染症防止対策に努めるようお願いいたします。 

 ・休業中にお子様の体調等に変化がありましたら、学校にも連絡してください。 

 ・学校からの連絡は、メールや本校ホームページでお知らせいたします。 

・ご心配なことがありましたら学校までご連絡願います。 
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